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日本語教育研究センター 研究調査倫理審査・説明会について

2015 年 6月 22 日から 6月 26 日まで、日本語教育研究センターの教員を対象に、研究調査倫理審査に関する説

明会を開催しました。以下、説明および質疑応答の概要です。

説明の概要

１．研究調査倫理ガイドラインの趣旨

・ガイドラインについては、センターHP を参照のこと。

・前文 2 段落目「…このガイドラインは、自由な研究調査を制限するためではなく、研究倫理を逸脱する行為を

避け、研究の質を向上させ、よって研究成果が広く公に認められることをめざすためのものである」とあるよう

に、自由な研究を制限するためのものではなく、関係する人々の人権を守り、研究の質を向上させるためのもの

である。

２．何に気をつけるべきか

以下の点に特に留意されたい。

第 3条 (1) 授業中には調査のことにふれない。調査に協力できなくても、学生への評価には影響しないよう

にする。特に教師という立場で学生のデータを収集する場合は注意が必要。

(2) 同意していない人の情報が入らないようにする。同意した後であっても、調査協力の

撤回ができるよう、調査責任者の連絡先を渡しておく等。

（3）どんな調査内容であるのかがあらかじめ予測できるようにし、とられたデータを

どのように使われるのかについても説明した上で同意を得る等。

（4）情報漏えいに対しても十分な配慮が必要。

３．研究調査倫理申請書の提出について

センターHPからダウンロード ＊随時更新される可能性があるので、最新版のものを使用すること。

8 月と 3月をのぞく毎月 1 日－5日に CourseN@vi を通じて申請 → 結果の通知は月末

調査は結果通知後に実施する。→ 余裕を持って申請してほしい。

質疑応答の概要

１．申請期間について

Q:申請期間は原則、任期内となっているので、学期初めのデータが取れない。何か方法はないか。

申請の時点で申請資格があり、かつ、次学期も日本語教育研究センターでの嘱任が予定されている教員は、

次の任期期間の直前の学期中に研究調査倫理審査の申請を行うことができる。

２．申請の必要性について

Q:紀要の実践紹介に載せる場合、申請する必要があるか。

学生の権利を守るという研究調査倫理の趣旨にもとづけば、投稿先や発表の有無に関係なく、調査をする際

には申請する必要がある。

Q:次の学期も同じ調査をする場合、再申請が必要か。

調査対象者が異なる場合には、申請する必要がある。
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Q:授業終了後に学生に調査する場合、申請する必要があるか。

ガイドライン第 2 条第 1 項にあるように早稲田大学の学内で調査を行う場合、また第 2項にある者は、申請

する必要がある。

３．その他

Q:申請書のモデルを示してほしい。

個々のケースによって状況が異なるため、モデルを提示することはできない。

Q:授業時間内で同意書を書かせてもいいか。

授業は学生のための時間であり、教員個人の研究のためのことをさせるのは問題があるため、授業で同意書

を書かせるのはよくない。

Q:「承認せず」の通知をもらった場合、調査を進めてはいけないのか。

研究のための調査となると、進めることはできない。


